
改訂すべき基準

登録要件の審査

商標の認定

不登録事由の審査

（補正有りの場合）
要旨変更の審査

法３条１項柱書

法５条５項
（法５条１項）

商標の明確性

法３条１項３号

法３条１項６号

法３条２項

法４条１項1１号

法４条１項1５号

法１６条の２

立体商標の審査フロー 改訂案の内容

●その他（店舗等の保護に関連しない技術的修正）：⑯「菓子」の記載の修正（法4条1項11号）、⑰標準文字と認められる例の修正（法5条）、⑱条文の修正（法68条の28）

参考資料
改訂事項 資料１

①実線・破線等の描き分けと「商標の詳細な説明」の記載 P５
②商標を構成する部分の端が（商標記載欄の枠で）切れている場合 P６
③商標が複数の図又は写真により記載されている場合 P８
④外観・内装の双方を含む構成からなる立体商標 P９
⑤複数の立体的形状からなる立体商標 P11

⑥商標記載欄と「商標の詳細な説明」との不一致の場合 P12
⑦実線・破線等の描き分けと「商標の詳細な説明」の記載の内容 P12
⑧「必要な書面」（法5条1項）（基準の削除） P14

⑨商標審査便覧41.103.04の判断方法を現行審査基準に追記 P14
⑩建築、不動産業等を指定役務とし、立体商標が「内装」の形状そのも
のの範囲を出ないと認識されるにすぎないときは、「役務の提供の用に供
する物」を表示するもの（同号に該当）と判断する旨を追記

P15

⑪店舗、事務所、事業所、施設の形状からなる立体商標について、「内
装」の形状にすぎないと認識される場合は、識別力無し（同号に該当）
と判断する旨を追記

P16

⑫立体商標と使用商標との同一性判断において、商標を構成しない部
分を考慮しないことを追記

P17

⑬立体商標の類否判断において、商標を構成しない部分を除いて、商
標全体として考察すること、及び位置商標との類否関係を追記

P18

⑭出願時に著名となっている、他人の建築物の「内装」の形状及び建築
物に該当しない店舗等の形状は、出所の混同を生じるもの（同号に該
当）と判断することを追記

P19

⑮立体商標の要旨変更について、新しいタイプの商標に準じて整理 P21
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